












はじめに

　心身障害児(以下障害児と記す)の福祉は,昭和 23 年児童福祉法の施行以

来,27年の間に,施設ケアーを中心として飛躍的に進展した。

　しかし,最近に到り,施設ケアー中心の施策は障害児を家庭および地域社会か

ら隔離することになると指摘され,障害児福祉のあり方に根本的な反省が加え

られるに至った。


